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 「地区防災計画制度」は，住民等が自ら地区の防災計画を作成し，市町村に対し地域防災計

画への反映を提案できる制度である．近年の災害の経験から，土砂災害による被害軽減のため

には，地区防災計画の作成が重要であると明らかになってきた．富士川砂防事務所は管内地区

の地区防災計画作成支援に取り組んでおり，2019年度には山梨県南巨摩郡早川町下湯島地区を

対象に支援を行った結果，地区の実情に合った柔軟な避難計画を作成することができた．また，

これまで土砂災害を対象とした地区防災計画が地域防災計画に反映された例はほとんどなかっ

たが，今回住民が提案した地区防災計画は，早川町地域防災計画に反映されることとなった． 
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1.  はじめに 

 

 阪神・淡路大震災（1995年）や東日本大震災（2011年）

の経験から，災害時の地域における自助・共助による防

災活動の重要性が認識された．このような状況を踏まえ，

2013年6月に災害対策基本法が改正され，新たに「地区

防災計画制度」が防災計画の体系に位置づけられた．こ

れは，地区居住者等が自主的に地区の防災計画（素案）

を作成し，市町村に対して地域防災計画に地区防災計画

を定めることを提案できる仕組みである．これにより，

住民による自助・共助と，行政による公助との連携によ

る地域防災力の向上が期待される． 

土砂災害は，破壊力が大きいため人的被害に直結しや

すい一方，突発性が高く，事前予測や逃げることが困難

であるとされる．平成30年7月豪雨の検証からは，避難

中の被災事例が多いことがわかり，土砂災害に対しては

指定避難所への避難を唯一の選択肢とせず，個人や地域

の実情に合った柔軟な避難行動（地区防災計画）を予め

作成することが重要と指摘された（実効性のある避難を

確保するための土砂災害対策検討委員会，20191））． 

そこで，富士川砂防事務所では，2019年度より管内地

区の地区防災計画作成の支援に取り組んでいる．2019年

度には山梨県南巨摩郡早川町下湯島地区を対象に支援を

行い，地域防災計画への反映にまで至ったので，これを

報告する． 

 

2.  対象地区概要 

 

 山梨県南巨摩郡早川町下湯島地区は，富士川右支川で

ある早川沿いの山間部に位置する集落である（図-1）．

集落は早川本川より高い場所に位置するため，早川の増

水に伴う浸水の可能性は低いが，多くの住居が土砂災害

警戒区域等（土石流，急傾斜地の崩壊）に指定されてい

る（図-2）．集落付近を流下する渓流では，2018年10月

に土石流が発生した． 

 

 

図-1 下湯島地区位置図（地理院地図を元に作成） 
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図-2 下湯島地区周辺の概況 

 

ヘリポートや体育館を併設した指定避難所は地区外に

位置し，これへ至る唯一の道路は，時間雨量20mm，総

雨量70mmを超えた場合に通行止めになるため，土砂災

害が想定される降雨時の地区外避難は困難となるおそれ

がある．また，降雨時には，道路沿いの斜面の崩壊，道

路自体の崩壊が懸念される． 

下湯島地区の住民16世帯29名のうち，65歳以上の高齢

者は約86％（25名）を占める（図-3；2019年10月時点）．

事前のインタビューによれば，日中多くの住民は地区内

におり，日頃から地区内の交流は盛んである一方，他地

区との交流はほとんどない．また，多くの住民は，風水

害に対し地区内に安全な避難場所はなく，各々の自宅に

留まる方がよいと考えていた． 

 

 

図-3 下湯島地区における年齢別人口構成 

3.  ワークショップの開催 
 

 地区の住民の方々に土砂災害時の避難行動について考

えていただくため，ワークショップを4回にわたり実施

した（表-1）．ワークショップの開催にあたっては，机

上の議論のみならず現地踏査を実施し，住民が地区内に

潜むリスクや問題点を直接確認できるよう工夫した．各

ワークショップにおける実施内容は下記の通りである． 

 

(1)  第1回ワークショップ 

土砂災害の種類や概要，警戒レベル等について学ぶ勉

強会を開催した．また，地区内にある過去の出水箇所や

危険箇所について住民同士で情報交換し，これを踏まえ

土砂災害時の避難場所や避難経路等を議論した． 

住民からは，大雨時には道路の通行規制や崩落の恐れ

が高く，地区外避難の判断はかなり早い段階でする必要

があるため，地区内避難の方策も検討すべきとの指摘が

あった．また，過去の災害の経験から，出水前には地区

特有の前兆現象があることがわかり，これを避難の判断

基準の一つとして地区防災計画に盛り込むこととした． 

 

(2)  第2回ワークショップ 

地区内の現地踏査を実施した．過去の発災箇所や現行

の一時避難所等を確認し，地区内に潜む災害リスクや避

難における問題点を議論した（図-4）．地区内に 2箇所

ある一時避難所については，いずれも避難おいて下記の

ような課題があることが指摘された． 

・下湯島公民館：過去に泥水を被ったことがあり，

避難場所として適さない． 

・湯本の庭  ：狭いプレハブ小屋であるため，

長期滞在には適さない． 

 

表-1 ワークショップ開催概要 

 

 

 
図-4 一時避難所（湯本の庭）における現地踏査の様子 
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以上を踏まえ住民からは，地区の中心部に位置し，土

砂災害警戒区域外にある，垂直避難が可能な住民宅（湯

泉氏宅）への避難が望ましいとする意見が出されたため，

地区防災計画に避難先の一つとして記載することとした． 

 

(3)  第3回ワークショップ 

第2回ワークショップまでの意見を踏まえ，地区の防

災計画を「下湯島地区防災計画（素案）」としてとりま

とめた（図-5）．また，別添資料として，警戒レベルや

地区内の状況変化に応じた避難行動についてまとめたタ

イムラインである「行動計画案」（図-6）や，地区内の

危険箇所や避難場所，助けが必要な一人暮らし世帯の位

置が一目でわかる「防災マップ」（図-7）を作成した．

これについて住民からは，平時の集会場所である公民館

や寺院において大判印刷した防災マップを掲示し，定期

的に話題にすることが望ましいとする意見が出された． 

 

(4)  第4回ワークショップ 

第3回ワークショップまでに作成した地区防災計画

（素案）に加え，地区の住民一人ひとりの自助・共助に

よる避難行動を具体化するため，別添資料として「わた

しの避難計画」（図-8）を加えた．これは，有事の際に

集落内で情報を共有する仕組みが必要である，という住

民の意見に基づき，各々が必要な人の名前や連絡先等を

記入し，見やすい場所に保管することとしたものである． 

 

 

図-5 作成した「下湯島地区防災計画（素案）」 

 

 

図-6 作成した「行動計画案」 

 

図-7 作成した「防災マップ」（一部改変） 
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図-8 相談先や避難先を記入するための 

「わたしの避難計画」 

 

 

4.  結果と考察 

 

下湯島地区における地区防災計画作成支援の結果，現

行の避難場所以外にも，地区内の比較的安全な住民宅を

避難先の一つとすることが決定した．また，作成した下

湯島地区防災計画（素案）は早川町に提案され，2020年

度中に開催された早川町防災会議における検討を経て，

早川町地域防災計画に反映された（図-9）．この結果，

新たな一時避難所として住民が提案した住居が盛り込ま

れた（図-10）．これにより，避難の実効性がより高ま

ることが期待される． 

今回作成した地区防災計画（素案）では，土砂災害時

の避難行動について，警戒レベルや周囲の状況に応じた

避難先を体系的にまとめた．これにより，住民各々が避

難のタイミングを図りやすくなり，自助による避難行動

をとりやすくなったと考えられる．また，住民各々の情

報伝達先を明確化したことで，元々地区内にあった地区

住民同士のつながりを活かした共助による避難行動が期

待できる．さらに，住民が選定した避難先が早川町地域

防災計画に盛り込まれたことで，自治体による公助がよ

り行き届きやすくなることも期待できる． 

 

図-9 早川町地域防災計画に定められた「下湯島地区防 

災計画」 

 

 

図-10 早川町地域防災計画に反映された新たな 

一時避難所 

 

また，確実な避難行動を確保するためには，平時から

住民各自が防災意識を高く保つことが肝要である．今回

作成した地区防災計画は住民の提案により，集会場所に

大きく掲示し，集会時に定期的に話題にすると決まった．

これの実践により，防災意識の向上と継続が期待できる．  

 

 

5.  今後の課題 

 

内閣府（2017）2)は，地区防災計画を活用するために

は継続的な取り組み体制を構築することが重要である，

と指摘している．住民が集会場所で計画について話題に

する際には，地区内の社会的条件（居住者情報や世帯数

等）や地理的条件の変化を逐次計画に反映させることが，

計画の実効性を保つ一助となるだろう．また，今後は自

治体と地区が協働して，地区の安全点検や防災訓練など

を実施し，地区の現況把握や計画の実効性の検証，改善

を行うことも有効であると考えられる．こうした取り組

みの結果，より実情に合った計画へと昇華させ，もって

土砂災害による被害の軽減に資することが重要である． 

富士川砂防事務所としても，今後とも地域防災計画の

改訂に際した防災会議や，土砂災害を想定した合同防災

訓練等の機会を活かし計画の経過を見守りたい．また必

要に応じ，出前講座の実施などを通じ地区や自治体に土

砂災害に関する知見を提供するなど，継続的に支援を行

いたい．またハード対策面についても，雨量計や砂防施

設の設置を通じ引き続き地区の安全に貢献してゆきたい． 
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